
47　企業に対する女性活躍推進の取組み支援
●�性別にかかわらず誰もが活躍できる社会に向けて、企業のさらなる取組み支援や、健康課題等と仕事の両
立支援を行います。

●�企業の取組みの見える化や女性活躍推進の先進取組み事例の紹介等による啓発、多様で柔軟な働き方
の普及など、誰もが活躍できる環境を整えます。

●�男女の固定的な役割分担意識の解消に努めるとともに、誰もが持つ無意識の思い込み（アンコンシャス・
バイアス）による悪影響が生じないよう、意識改革と理解の促進に取り組みます。

取　組　み 担当局

○ふくおか女性活躍NEXT企業　見える化サイト推進事業（再掲）
○社会貢献優良企業優遇制度（次世代育成・男女共同参画支援事業）（再掲）
○企業向け講演会、セミナー（再掲）
○健康課題等と仕事の両立支援
○女性活躍の課題解決に向けた取組みの支援

市民局

48　働く女性のキャリアアップ支援
●企業の女性を対象としたキャリアアップや能力向上に向けた講座・研修を実施します。

取　組　み 担当局

○女性のキャリア形成支援セミナー 市民局

性別にかかわらず機会と待遇が均等に確保され、誰もが能力を
発揮して活躍できる社会 ［福岡市働く女性の活躍推進計画（第3次）］5

目指す姿

基本目標

施策の方向   1 働く場における女性活躍推進の支援

　性別にかかわらず教育、昇進等の機会と待遇が均等に確保されるなど、誰もがそれぞれに望
むキャリアパスを描いて働き続けることができる職場環境がつくられ、その能力を発揮するこ
とで企業活動も活性化し、活力ある社会を目指します。

●  ‌�性別にかかわらず機会と待遇が均等に確保され、誰もが能力を発揮できる社会となるよう、企
業のさらなる取組みを支援するとともに、健康課題等と仕事の両立支援や、女性のキャリア
アップ支援などを行います。

●  ‌�女性がキャリアパスを描いて働き続け、その能力を十分に発揮することができるよう、支援を
行います。
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49　働く女性への労働に関する広報と情報提供
●男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、労働基準法等法制度の周知を
含めた労働関係情報の提供を行います。

取　組　み 担当局

○市ホームページ等での情報提供 市民局

○「働くあなたのガイドブック」の発行（再掲） 経済観光文化局

50　相談の充実
●働く女性が抱える様々な悩みに対する相談機能の充実を図ります。
●�働く人が仕事と介護の両立に関する必要な情報やアドバイスが得られるよう相談・支援を行います。

取　組　み 担当局

○アミカス相談室における相談（再掲） 市民局

○働く人の介護サポートセンター事業（再掲） 福祉局

51　農林水産業の分野における女性の参画促進
●農業に従事する女性の活動を支援するとともに、新たな女性農業者の育成を支援します。

取　組　み 担当局

○女性農業者育成事業 農林水産局
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52　就業意識の啓発と職業能力の向上
●�女性がライフイベントを経ても希望に応じた働き方が選択できるよう、就業意識の啓発を行います。
●�パソコンや簿記等、各種資格取得や技能習得のための講座などを通じて、女性の就業や職業能力の向上
を支援します。

取　組　み 担当局

○女性のキャリア形成支援セミナー（再掲）
○就業継続支援セミナー
○女性の就職支援セミナー
○資格・技能習得講座

市民局

○資格・技能習得講座 経済観光文化局

●�ひとり親家庭に対し、資格取得に向けて給付金の支給を行うとともに、就業に結びつく技能取得の講座を
行います。

取　組　み 担当局

○就業支援講習会（ひとり親家庭支援センター）（再掲）
○ひとり親家庭自立支援給付金事業（再掲） こども未来局

53　女性の起業支援
●�起業を目指す女性を対象とした、起業及び事業経営に必要な知識・手法を学ぶセミナーや交流会などを
実施します。

取　組　み 担当局

○女性の起業支援セミナー 市民局

●�スタートアップの裾野を広げるための「敷居の低い」空間を提供するとともに、専門家による起業相談や起
業創業に関するイベント・セミナーの開催など、創業から人材確保までのワンストップ支援を行います。

取　組　み 担当局

○スタートアップカフェの運営 経済観光文化局

●女性起業家を対象とした、長期・低利・固定の「女性スタートアップ資金」による資金調達の支援を行います。

取　組　み 担当局

〇福岡市商工金融資金制度「女性スタートアップ資金」による資金調達の支援 経済観光文化局

施策の方向   2 女性の就業・起業支援

● ‌�働きたい女性がライフスタイルやライフステージに応じて、多様な働き方ができるよう、関係
機関と連携し、就業や再就職の支援を行うとともに、女性の起業を支援します。
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54　再就職の支援
●就職に関する情報提供や講座の開催など、国や県と連携して女性の再就職を支援します。

取　組　み 担当局

○女性の就職支援セミナー（再掲） 市民局

○ひとり親家庭就業支援事業（再掲）
○就業支援講習会（ひとり親家庭支援センター）（再掲） こども未来局

○福岡市就労相談窓口事業（再掲） 経済観光文化局
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